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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 58(行ツ)35   原審裁判所名 仙台高等裁判所 

事件名 建築基準法による確認処分取消 原審事件番号 昭和 57(行コ)5 

裁判年月日 昭和 59 年 10 月 26 日 原審裁判年月日 昭和 58 年 1 月 18 日 

法廷名 最高裁判所第二小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 38 巻 10 号 1169 頁   

 

判示事項 工事が完了した場合における建築確認の取消を求める訴えの利益の有無 

裁判要旨 建築基準法六条一項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したとき

は、右確認の取消を求める訴えの利益は失われる。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人川原悟、同川原眞也の上告理由について 

 建築基準法によれば、建築主は、同法六条一項の建築物の建築等の工事をしようとする場合

においては、右工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関す

る法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築関係規定」という。）に適合する

ものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならず（六

条一項。以下この確認を「建築確認」という。）、建築確認を受けない右建築物の建築等の工事

は、することができないものとされ（六条五項）、また、建築主は、右工事を完了した場合に

おいては、その旨を建築主事に届け出なければならず（七条一項）、建築主事が右届出を受理

した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員は、

届出に係る建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを検査し（七条二

項）、適合していることを認めたときは、建築主に対し検査済証を交付しなければならないも

のとされている（七条三項）。そして、特定行政庁は、建築基準法又はこれに基づく命令若し

くは条例の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、建築主等に対し、当該建築物

の除却その他これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずるこ

とができる（九条一項。以下この命令を「違反是正命令」という。）、とされている。これらの

一連の規定に照らせば、建築確認は、建築基準法六条一項の建築物の建築等の工事が着手され

る前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合していることを公権的に判断する行為であ

つて、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果が付与されており、建

築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということがで

きる。しかしながら、右工事が完了した後における建築主事等の検査は、当該建築物及びその

敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを基準とし、同じく特定行政庁の違反是正命令

は、当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合し

ているかどうかを基準とし、いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおり

のものであるかどうかを基準とするものでない上、違反是正命令を発するかどうかは、特定行
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政庁の裁量にゆだねられているから、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是

正命令を発する上において法的障害となるものではなく、また、たとえ建築確認が違法である

として判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発すべき

法的拘束力が生ずるものではない。したがつて、建築確認は、それを受けなければ右工事をす

ることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、

当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるもの

といわざるを得ない。 

 これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによれば、本件各建築確認に係る

各建築物は、その工事が既に完了しているというのであるから、上告人において本件各建築確

認の取消しを求める訴えの利益は失われたものといわなければならない。したがつて、これと

同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、

独自の見解に立つて原判決を論難するか、又は判決の結論に影響しない点について原判決を

非難するものであつて、いずれも採用することができない。 

 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 大橋進 裁判官 木下忠良 裁判官 鹽野宜慶 裁判官 牧圭次 裁判官 

島谷六郎） 

 

 

※参考：判例タイムズ 542 号 192 頁、判例時報 1136 号 53 頁、金融商事判例 711 号 40 頁 


